
山梨県個人情報保護審議会運営要領新旧対照表（案） 

新 旧 備  考 

（審議会に必要な資料の事前整備） 
第２条 会長は、審議会の審議を円滑に行うため、審

議のために必要となる資料を山梨県総務部行政経営

管理課長（以下「行政経営管理課長」という。）に

事前に整備させるものとする。 

（審査請求 に係る審議に必要な事項の事前調査） 

第３条 会長は、条例第５９条第１項第２号の規定に

よる審査請求 に係る審議のための資料の整備に関

し必要があるときは、次に掲げる調査を行うものと

する。 

（１）略 

（２）前号の規定により提出のあった不開示等理由説

明書の写しを審査請求人に送付し、相当の期間を

定めて、不開示等理由説明書に対する意見書の提

出を求めること。 
（３）略 

２ 略 

 
（審議会の開催準備） 
第４条 略 
２ 会長は、審議のため必要と認めるときは、職権又

は申出により実施機関の職員、審査請求人、請求者

（審議会に必要な資料の事前整備） 
第２条 会長は、審議会の審議を円滑に行うため、審

議のために必要となる資料を山梨県総務部私学文書

課長  （以下「私学文書課長  」という。）に

事前に整備させるものとする。 

（不服申立てに係る審議に必要な事項の事前調査） 

第３条 会長は、条例第５９条第１項第２号の規定に

よる不服申立てに係る審議のための資料の整備に関

し必要があるときは、次に掲げる調査を行うものと

する。 

（１）略 

（２） 前号の規定により提出のあった不開示等理由説
明書の写しを不服申立人に送付し、 相当の期間を
定めて、不開示等理由説明書に対する意見書の提

出を求めること。 

（３）略 

２ 略 

 

（審議会の開催準備） 
第４条 略 
２ 会長は、審議のため必要と認めるときは、職権又

は申出により実施機関の職員、不服申立人、請求者

 

組織名称の変更に伴う改

正 

 

 

山梨県個人情報保護条例

中関係規定の改正に伴う

文言の改正（行政不服審

査法の改正に伴うもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県個人情報保護条例



又は第三者その他の関係者に対し、会議への出席を

求め、又は認める旨を通知するものとする。この場

合においては、委員に対しこれらの者が会議へ出席

する旨をあらかじめ通知するものとする。 

（意見等の陳述者の数） 

第７条 条例第６２条第１項の規定により口頭で意

見を述べる者の数は、次の区分に応じ、それぞれ 

             ５人以内とする。ただ

し、審議会が必要と認めるときは、この限りでない。 

 一 審査請求人及びその補佐人 

 二 参加人及びその補佐人 

 三 諮問庁の職員 

 

（会議の公開） 
第１１条 審議会の会議は、審査請求 に係る調査審

議の手続を除き、公開するものとする。 
２ 略 

 

 

（答申書の送付等） 

第１３条  会長は、審議会が諮問に対する答申を行

ったときは、答申書を実施機関に直ちに送付すると

ともに、当該答申書の写しを審査請求人及び参加人

に送付するものとする。 

又は第三者その他の関係者に対し、会議への出席を

求め、又は認める旨を通知するものとする。この場

合においては、委員に対しこれらの者が会議へ出席

する旨をあらかじめ通知するものとする。 

（意見等の陳述者の数） 

第７条 条例第６２条第１項の規定により口頭で意

見を述べる者の数は、不服申立人等、不服申立人又

は参加人の補佐人を含めて５人以内とする。ただ

し、審議会が必要と認めるときは、この限りでない。 

                

              

          

 

（会議の公開） 

第１１条 審議会の会議は、不服申立てに係る調査審

議の手続を除き、公開するものとする。 

２ 略 

 

 

（答申書の送付等） 

第１３条  会長は、審議会が諮問に対する答申を行 

 ったときは、答申書を実施機関に直ちに送付すると 

 ともに、当該答申書の写しを不服申立人及び参加人 

 に送付するものとする。 

中関係規定の改正に伴う

文言の改正（行政不服審

査法の改正に伴うもの） 

 

 

山梨県個人情報保護条例

中関係規定の改正に伴う

文言の改正（行政不服審

査法の改正に伴うもの）

及び同法の改正趣旨に併

せた改正 

 

 

山梨県個人情報保護条例

中関係規定の改正に伴う

文言の改正（行政不服審

査法の改正に伴うもの） 

 

 

山梨県個人情報保護条例

中関係規定の改正に伴う

文言の改正（行政不服審

査法の改正に伴うもの） 



（議事録の作成） 

第１４条 略 

３ 審査請求 に係る審議の議事録及び審議資料は 

公開しない。ただし、審議会が特に必要と認めた

ときは、この限りでない。 

 

（議事録の作成） 

第１４条 略 

３ 不服申立てに係る審議の議事録及び審議資料は

公開しない。ただし、審議会が特に必要と認めた

ときは、この限りでない。 

 

 

 

 

山梨県個人情報保護条例

中関係規定の改正に伴う

文言の改正（行政不服審

査法の改正に伴うもの） 

 

  



山梨県個人情報保護審議会傍聴要領新旧対照表（案） 

新 旧 備  考 

（趣旨） 
第１条 この要領は、山梨県個人情報保護審議会の会

議（審査請求 に係る調査審議の手続を除く。）の

傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
 
 
（傍聴者の決定等） 
第２条 傍聴定員は、会議の都度、行政経営管理課長

が会議室の収容人員等を考慮して定める。 
 

（趣旨） 
第１条 この要領は、山梨県個人情報保護審議会の会

議（不服申立てに係る調査審議の手続を除く。）の

傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
 
 
（傍聴者の決定等） 
第２条 傍聴定員は、会議の都度、私学文書課長  

が会議室の収容人員等を考慮して定める。 
 

 

山梨県個人情報保護条

例中関係規定の改正に

伴う文言の改正（行政不

服審査法の改正に伴う

もの） 

 

組織名称の変更に伴う

改正 

 

 

  

 


